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電力広域的運営推進機関
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3１．検証方法（１）

本機関は、送配電等業務指針（以下、「業務指針」という。）に照らして、自然変動電源の出力抑制
の指令を行った時点における以下の①～②の項目を確認し、抑制が不可避であったか否かを検証する。
なお、北海道エリアにおいて混雑管理システム（2026年度末運開予定）運開までの期間は、ローカル
系統混雑管理の「暫定措置」により対応することとしている。そのため、混雑管理システム運開後の出力
制御ルールとは異なる部分があることに留意の上検証する。

① 出力制御ルールに基づく制御（※１）の具体的内容

② 自然変動電源の出力抑制を行う必要性

（※１）本検証資料でいう「出力制御ルールに基づく制御」とは、基幹系統の混雑における再給電方式（一定の順序）
に基づく出力制御順および出力制御方法、および混雑管理システム運開後のローカル系統混雑管理とは異なる
「暫定措置」の出力制御順および出力制御方法による出力抑制、調整をいう



4（参考）北海道エリアの混雑管理システム運開前における
ローカル系統の混雑管理方法（暫定措置）について ①

北海道エリアの混雑管理システム運開前のローカル系統混雑管理には、以下の「暫定措置」が適用される。

出所）第3回 次世代電力系統ワーキンググループ（2025年6月27日）資料2-2より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/003_02_02.pdf#page=3

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/003_02_02.pdf#page=3


5（参考）北海道エリアの混雑管理システム運開前における
ローカル系統の混雑管理方法（暫定措置）について ②

北海道エリアの混雑管理システム運開前のローカル系統混雑管理には、以下の「暫定措置」が適用される。

出所）第3回 次世代電力系統ワーキンググループ（2025年6月27日）資料2-2より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/003_02_02.pdf#page=5

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/003_02_02.pdf#page=5
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調整電源の出力抑制等（※１）

ノンファーム型接続の
非調整電源（※２）の出力抑制

ファーム型接続の
非調整電源（※３）の出力抑制

ノンファーム型接続の非調整電源のうち
バイオマス電源（※４）の出力抑制

ノンファーム型接続の非調整電源のうち
自然変動電源の出力抑制

１．検証方法（２）基幹系統

本機関は、以下の流れで自然変動電源出力抑制の適切性の検証を行う。

①出力制御ルール
に基づく制御

（別紙１）

②必要性
（別紙２）

（※１）揚水式発電機の揚水運転、需給
バランス改善用の蓄電設備の充電
を含む

（※２）火力電源等（混焼バイオマス電源、
揚水式発電機を含む）、電力貯蔵
システム

（※３）火力電源等（混焼バイオマス電源
（ＦＩＴを除く）、揚水式発電機
を含む）、電力貯蔵システム

（※４）専焼バイオマス電源、地域資源バイ
オマス電源（出力制御が困難なも
のを除く）
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調整電源の出力抑制等（※１）

ノンファーム型接続の非調整電源のうち
自然変動電源の出力抑制

１．検証方法（２）ローカル系統 「暫定措置」

本機関は、以下の流れで自然変動電源出力抑制の適切性の検証を行う。

①出力制御ルール
に基づく制御

（別紙１）

②必要性
（別紙２） （※１）揚水式発電機の揚水運転、需給

バランス改善用の蓄電設備の充電
を含む

（※２）火力電源等（混焼バイオマス電源、
揚水式発電機を含む）、電力貯蔵
システム

（ノンファーム型電源は一律に制御される）

ノンファーム型接続の
非調整電源（※２）の出力抑制

ノンファーム型接続の非調整電源のうち
長期固定電源の出力抑制

ノンファーム型接続の非調整電源のうち
バイオマス電源の出力抑制



8２．平常時における混雑発生時の対応順序 基幹系統

本機関は、業務指針に基づいて必要な抑制、調整が計画されているかを確認および検証する。

調整電源の出力抑制等

ノンファーム型接続の
非調整電源の出力抑制

ファーム型接続の
非調整電源の出力抑制

ノンファーム型接続の
非調整電源のうち

バイオマス電源の出力抑制

ノンファーム型接続の
非調整電源のうち

自然変動電源の出力抑制

（１） 送配電等業務指針第１５３条第１項により、以下の措置を講じる。
• 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保する発電設備等の出力の

調整等

（２） 上記（１）を講じても平常時において混雑が発生する場合に、 同指針第１５３条の２により、
以下①から⑥の順で、出力抑制等の措置を講じる。

① 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った火力電源等の発電設備
（混焼バイオマス電源及び揚水発電設備を含む。）の出力抑制等

② 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った蓄電設備の放電抑制

③ 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提とせずに連系等を行った火力電源等の
発電設備（ＦＩＴ電源を除く混焼バイオマス電源、及び揚水発電設備を含む。）の出力抑制等

④ 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提とせずに連系等を行った蓄電設備の
放電抑制

⑤ 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った専焼バイオマス電源
及び地域資源バイオマス電源（出力制御が困難なものを除く。）の出力抑制

⑥ 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った自然変動電源の
出力抑制

（２）① ②

（２）③ ④

（２）⑤

（２）⑥

（１）



9２．平常時における混雑発生時の対応順序 ローカル系統「暫定措置」

本機関は、業務指針に基づいて必要な抑制、調整が計画されているかを確認および検証する。

調整電源の出力抑制等

ノンファーム型接続の
非調整電源の出力抑制

ノンファーム型接続の
非調整電源のうち

バイオマス電源の出力抑制

ノンファーム型接続の
非調整電源のうち

自然変動電源の出力抑制

（１） 送配電等業務指針第１５３条第１項により、以下の措置を講じる。
• 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保する発電設備等の出力の

調整等

（１）

（２） 上記（１）を講じても平常時において混雑が発生する場合に、ローカル系統混雑管理の「暫定措
置」の手法により、以下の措置を講じる。

• 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った高圧以上の電源のうち
2023年4月1日以降に契約申込みを受付した電源の出力抑制

（２）

ノンファーム型接続の
非調整電源のうち

長期固定電源の出力抑制
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調整電源の出力抑制等（※１）

ノンファーム型接続の
非調整電源（※２）の出力抑制

ノンファーム型接続の非調整電源のうち
バイオマス電源の出力抑制

ノンファーム型接続の非調整電源のうち
自然変動電源の出力抑制

３．出力制御ルールに基づく制御

66kV岩松線はローカル系統であることから、当該設備の下位系統に、ノンファーム電源の出力抑制の前
段までに出力制御ルールに基づいて制御される発電設備等がないことを確認する。

①出力制御ルール
に基づく制御

（別紙１）

②必要性
（別紙２）

（※１）揚水式発電機の揚水運転、需給
バランス改善用の蓄電設備の充電
を含む

（※２）火力電源等（混焼バイオマス電源、
揚水式発電機を含む）、電力貯蔵
システム

ノンファーム型接続の非調整電源のうち
長期固定電源の出力抑制
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(J-2)
ファーム型接続の一般水力

４．自然変動電源の出力抑制を行う必要性

66kV岩松線はローカル系統であることから、以下の計算方法に基づき予想潮流が運用容量を上回る
想定となっていたか確認する。日別の状況は「別紙２」参照。

○自然変動電源の抑制必要量（計算方法）

（※１）ファーム型接続の高圧以下連系分を含む
（※２）「暫定措置」においては、前月想定のため①②に余力が織り込まれていることから、想定誤差量は見込まない

(F-1)
ノンファーム型接続の太陽光

(K)
一般需要（※１）

運用容量⑤

想定誤差量③（※２）

（発電 計①） （需要 計②） （予想潮流④）

発電－需要
①ー②

ノンファーム電源の
抑制必要量⑥

自然変動電源の抑制必要量 ＝ ノンファーム電源の抑制必要量⑥ × 最大受電電力比率⑦ (%)
100
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実際の発電出力

（参考）「暫定措置」の前月想定時における余力

「暫定措置」では前月想定時にノンファーム電源の必要抑制量を算定するため、他エリアで行っているよう
な前日計画時点で想定誤差量を織り込むようなことは行っていない。一方で、前月想定断面の発電・需
要想定では過去実績のうち過酷ケースから想定を行うため、想定値には自然に余力が織り込まれている。

・ 発電出力の想定方法：最大受電電力および過去同年月の出力実績から想定
・ 需要の想定方法：過去同年月の一般需要実績から想定
⇒ 過去実績のうち過酷ケースから想定していることから、今年度に発電(需要)が最大(最小)記録を更新しない

限りは、予想潮流が実績潮流を上回る

想定による余力

需要想定

（発電 計①） （需要 計②） （予想潮流④）

発電－需要
①ー②

想定による余力

（実績潮流）

発
電
出
力
想
定

実際の需要

実際の発電出力
－

実際の需要


	流通設備混雑による�再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の�出力抑制の検証における基本的な考え方��～北海道電力ネットワーク編～
	目次
	１．検証方法（１）
	（参考）北海道エリアの混雑管理システム運開前における�　　　　　　ローカル系統の混雑管理方法（暫定措置）について ①
	（参考）北海道エリアの混雑管理システム運開前における�　　　　　　ローカル系統の混雑管理方法（暫定措置）について ②
	１．検証方法（２）基幹系統
	１．検証方法（２）ローカル系統　「暫定措置」
	２．平常時における混雑発生時の対応順序　　基幹系統
	２．平常時における混雑発生時の対応順序　　ローカル系統「暫定措置」
	３．出力制御ルールに基づく制御
	４．自然変動電源の出力抑制を行う必要性
	（参考）「暫定措置」の前月想定時における余力

